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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成26年11月27日(2014.11.27)

【公開番号】特開2013-89871(P2013-89871A)
【公開日】平成25年5月13日(2013.5.13)
【年通号数】公開・登録公報2013-023
【出願番号】特願2011-230920(P2011-230920)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  27/146    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ｆ
   Ｈ０１Ｌ  27/14    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成26年10月10日(2014.10.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のチップ領域と、
　前記チップ領域を囲んで配置された分割領域と、
　前記各チップ領域に設けられた光電変換部と、
　前記各チップ領域において前記光電変換部に対する受光面とは逆の表面側に設けられた
駆動回路と、
　前記駆動回路に接続され、前記各チップ領域において前記表面側に引き出されたデバイ
ス用端子と、
　前記駆動回路に接続され、前記分割領域において前記受光面側に露出された検査用端子
とを備えた
　固体撮像素子ウエハ。
【請求項２】
　前記受光面側に前記検査用端子を露出させる開口が設けられている
　請求項１記載の固体撮像素子ウエハ。
【請求項３】
　前記チップ領域において、前記受光面上の全面が絶縁膜により覆われている
　請求項１または２記載の固体撮像素子ウエハ。
【請求項４】
　前記光電変換部および前記駆動回路を有するセンサ基板と、
　前記駆動回路、前記デバイス用端子、および前記検査用端子を有し、前記センサ基板に
貼り合わせて設けられた回路基板とを備えた
　請求項１～３の何れかに記載の固体撮像素子ウエハ。
【請求項５】
　固体撮像素子ウエハに設けられた複数のチップ領域に光電変換部を形成することと、
　前記各チップ領域において前記光電変換部に対する受光面とは逆の表面側に駆動回路を
形成することと、
　前記駆動回路に接続され、前記各チップ領域において前記表面側に引き出されたデバイ
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ス用端子を形成することと、
　前記駆動回路に接続され、前記チップ領域を囲んで配置された分割領域において前記受
光面側に露出された検査用端子を形成することと、
　前記検査用端子を用いて、前記光電変換部と当該光電変換部に接続された前記駆動回路
とを備えた固体撮像素子を検査することとを含む
　固体撮像素子の製造方法。
【請求項６】
　前記検査の後、ダイシングを行うことにより、前記検査用端子を含む前記分割領域を除
去し、前記固体撮像素子を備えた前記各チップ領域を個片化する
　請求項５記載の固体撮像素子の製造方法。
【請求項７】
　前記検査用端子を形成する際には、
　前記駆動回路に接続された前記検査用端子を前記分割領域に形成した後、
　前記検査用端子を前記受光面側に露出させる開口を形成する
　請求項５または６記載の固体撮像素子の製造方法。
【請求項８】
　前記チップ領域において前記受光面とは逆の表面上に、前記デバイス用端子に接続され
たバンプを形成する
　請求項５～７の何れかに記載の固体撮像素子の製造方法。
【請求項９】
　光電変換部と、
　前記光電変換部に対する受光面とは逆の表面側に設けられた駆動回路と、
　前記駆動回路に接続され前記表面側に引き出されたデバイス用端子と、
　前記受光面上の全面を覆う絶縁膜とを備えた
　固体撮像素子。
【請求項１０】
　前記受光面および前記表面に対する側面に、前記駆動回路に接続された配線の断面が露
出した
　請求項９記載の固体撮像素子。
【請求項１１】
　前記光電変換部および前記駆動回路を有するセンサ基板と、
　前記駆動回路および前記デバイス用端子を有し、前記センサ基板に貼り合わせて設けら
れた回路基板とを備えた
　請求項９または１０記載の固体撮像素子。
【請求項１２】
　前記光電変換部を有する画素領域の外側に位置する周辺領域において、前記受光面側か
ら前記センサ基板を貫通し、前記センサ基板の駆動回路または前記回路基板の駆動回路に
　接続された複数の貫通ビアと、
　前記周辺領域における前記受光面上に設けられ、前記貫通ビア間を接続する配線とを備
えた
　請求項９～１１の何れかに記載の固体撮像素子。
【請求項１３】
　前記配線は、前記絶縁膜により覆われている
　請求項１２記載の固体撮像素子。
【請求項１４】
　前記受光面とは逆の表面上に、前記デバイス用端子に接続されたバンプが設けられた
　請求項９～１３の何れかに記載の固体撮像素子。
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